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 滋賀県社会福祉審議会において、令和７年１月から次期滋賀県地域福祉支援

計画の策定に向けて審議を始め、知事から委員長に対し、計画の策定について

諮問しました。 

その後、審議会の下に設置する総合企画専門分科会において、県内で地域福

祉に関わる様々な取組を行っている団体の関係者、市町等から活動内容や課題

等について伺いながら、集中的に議論を行いました。 

 そして、令和７年 11月に審議会において答申案がとりまとめられ、翌 12月

に委員長から知事に対し答申されました。 

 

開催年月日 審議等内容 

Ｒ７.１.21 
Ｒ６年度第１回

審議会 

滋賀県地域福祉支援計画の策定について 

（諮問） 

Ｒ７.５.13 
Ｒ７年度第１回

分科会 

・専門分科会長の選出について 

・社会福祉審議会総合企画専門分科会の進め

方について 

・次期滋賀県地域福祉支援計画で検討すべき 

と考えられる事項について 

Ｒ７.６.24 
Ｒ７年度第２回

分科会 

・（報告）市町地域福祉支援計画担当者会議の

概要について 

・（報告）関係団体ヒアリングの状況について 

・次期「滋賀県地域福祉支援計画」の基本理

念・基本方針について 

Ｒ７.８.５ 
Ｒ７年度第３回

分科会 

・（報告）関係団体ヒアリングの状況について 

・次期「滋賀県地域福祉支援計画」の骨子案

について 

・本県の地域社会を取り巻く現状の修正につ

いて 

Ｒ７.10.21 
Ｒ７年度第４回

分科会 

次期「滋賀県地域福祉支援計画」の素案につ

いて 

Ｒ７.11.25 
Ｒ７年度第１回

審議会 

滋賀県地域福祉支援計画の策定について 

（答申案） 

１ 審議経過 
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滋 健 福 政 第  １ １  号  

令和７年 (2025 年 )１月２１日  

 

 滋賀県社会福祉審議会 

  委員長 市川 忠稔 様 

 

滋賀県知事 三日月 大造   

 

 

滋賀県地域福祉支援計画の策定について（諮問） 

 

本県では、社会福祉法第 108条に基づき、県内の市町地域福祉計画の達成に資する

ため、各市町を通ずる広域的な見地から、市町の地域福祉の支援に関する事項につい

て、令和３年１０月に「滋賀県地域福祉支援計画」を策定し、計画期間を 5年間として地

域福祉の支援に取り組んでいるところです。 

少子高齢化の進展や単身世帯の増加、地域におけるつながりの希薄化、さらに、これ

までの福祉サービスでは対応が難しい複合・複雑化した地域生活課題への対応が求め

られる中、誰もが自分らしく幸せを感じることができる滋賀を実現するためには、国にお

ける孤独・孤立対策推進法の施行や、生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律

の公布などに的確に対応し、地域共生社会の実現に向けて取り組むことが必要です。 

つきましては、本県における社会福祉の総合的、長期的な施策の方向を定め、今後と

も市町の地域福祉を支援していくため、計画期間を令和８年度から令和１２年度の 5年

間とする新たな地域福祉支援計画を策定するにあたり、社会福祉法第 7条第 2項に基

づき、貴審議会の意見を求めます。 

 

２ 諮問文・答申文 



90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滋 社 審 第  2 3  号  

令和７年 (2025 年 )12 月１日  

 

 

 

 滋賀県知事 三日月 大造 様 

 

 

 

滋賀県社会福祉審議会  

委員長 市川 忠稔 

 

 

 

滋賀県地域福祉支援計画の策定について（答申） 

 

 

 

令和７年 (2025年 )１月 21日付け滋健福政第 11号で諮問されたこの

ことについて、審議の結果を別添のとおり取りまとめましたので答

申します。  

つきましては、滋賀県地域福祉支援計画の策定にあたり、この答

申をできる限り反映し、本県の地域福祉の推進に向けて、総合的か

つ計画的に推進されることを期待します。  
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（五十音順・敬称略・令和８年３月 31日現在） 

委員名 役職名 

※ 朝 比 奈  遥 特定非営利活動法人おおたき里づくりネットワーク 

 飯 田  寛 公益社団法人認知症の人と家族の会滋賀県支部 世話人代表 

※ 石 黒  賀 津 子 公益社団法人滋賀県手をつなぐ育成会 理事 

◎ 市 川 忠 稔 社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会 会長 

 太 田 正 則 滋賀県児童成人福祉施設協議会 会長 

 大 西 孝 雄 公益財団法人滋賀県身体障害者福祉協会 会長 

 河 島 京 子 特定非営利活動法人滋賀県精神障害者家族会連合会 理事 

 
北 居 理 恵 

特定非営利活動法人 Take-Liason 副理事長 

滋賀県スクールソーシャルワークスーパーバイザー 

○ 空 閑 浩 人 同志社大学 社会学部 教授 

 来 見 良 誠 一般社団法人滋賀県病院協会 副会長 

 坂 下 ふ じ 子 社会福祉法人滋賀県母子福祉のぞみ会 会長 

 坂 本 直 幸 一般社団法人滋賀県歯科医師会 副会長 

 佐 藤 す み れ 公募委員 

 
鈴 木 あ つ 子 

滋賀県商工会連合会 

滋賀県商工会女性部連合会 副会長 

 髙 橋 健 太 郎 一般社団法人滋賀県医師会 会長 

 田 中  誠 県議会厚生・産業・企業常任委員会副委員長 

 寺 本 純 二 滋賀県町村会 理事（甲良町長） 

 中 井 智 美 一般社団法人ママパスポートコミュニティ 理事 

 長 橋 満 見 子 公益社団法人滋賀県社会福祉士会 副会長 

 西 澤 茂 子 一般財団法人滋賀県老人クラブ連合会 女性委員会委員 

 
松 尾 道 子 

一般社団法人滋賀県老人福祉施設協議会 

（特別養護老人ホームあやめの里 施設長） 

 松 本 貴 志 一般社団法人滋賀県保育協議会 常務理事 

※ 丸 本 千 悟 公益財団法人滋賀県人権センター 理事 

 村 上 元 庸 県議会厚生・産業・企業常任委員会委員長 

※ 村 松 明 日 香 公募委員 

※ 山 川 す ゑ 子 滋賀県民生委員児童委員協議会連合会 常任理事 

※ 山 口 浩 次 龍谷大学 社会学部 教授 

 山 本 俊 夫 一般社団法人滋賀県労働者福祉協議会 専務理事 

 山 本 身 江 子 滋賀県青少年育成県民会議 副会長 

◎委員長、○総合企画専門分科会長、※総合企画専門分科会委員 

任期：令和５年７月 11日から令和８年７月 10 日まで 

３ 滋賀県社会福祉審議会名簿 
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（五十音順・敬称略・令和８年３月 31日現在） 

委員名 役職名 

 朝 比 奈  遥 特定非営利活動法人おおたき里づくりネットワーク 

 石 黒 賀 津 子 公益社団法人滋賀県手をつなぐ育成会 理事 

 岡 村 敦 史 社会福祉法人愛荘町社会福祉協議会 地域福祉係長 

 金 子 秀 明 社会福祉法人さわらび福祉会 理事長 

○ 空 閑 浩 人 同志社大学社会学部 教授 

 楠 神  渉 特定非営利活動法人街かどケア滋賀ネット 理事長 

 小 菅 俊 二 多賀町役場 税務住民課長 

 杉 山 好 和 社会福祉法人長浜市社会福祉協議会 事務局次長 

 谷 口 郁 美 社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会 副会長 

 丸 本 千 悟 公益財団法人滋賀県人権センター 理事 

 村 松 明 日 香 公募委員 

 山 川  す ゑ 子 滋賀県民生委員児童委員協議会連合会 常任理事 

 山 口 浩 次 龍谷大学社会学部 教授 

 幸 重 忠 孝 特定非営利活動法人こどもソーシャルワークセンター 理事長 

任期：令和５年７月 11日から令和８年７月 10 日まで 

〇：総合企画専門分科会長 

 

 

 

 

 

  

４ 滋賀県社会福祉審議会総合企画専門分科会名簿 


